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平成24年9月22日 

復   興   庁 

 

原発事故被災自治体ごとの円滑な復興に向けた 

国・県・市町村の協働体制について 
 

 
１． 趣旨 
 
 原発事故により避難指示があった１２市町村において区域の見直し、

インフラ工程表の策定、除染等が進む中、復興をより具体的に進める段

階に入って来ているが、その際、次のような課題が存在する。 
① 市町村ごとに異なる条件に即した対応 

  ② 前例のない原子力災害からの復興という厳しい条件の克服 

 ③ 個々の市町村の枠組みを越えた課題への対応 

 このため、各市町村と国・県の協働体制を整え、個々の事情に即した現

実的かつ円滑な復興を進める。 
 
２． 進め方 
 
（１） 連携チームの形成 

復興庁において市町村ごとの担当参事官を責任者として、復興庁

本庁、現地３事務所（福島復興局、原子力災害現地対策本部、福

島環境再生事務所）及び各省庁の職員からなる連携チームを形

成。 
 

（２） 現実的かつ円滑な復興の支援 
① 連携チームと県の市町村担当者とが、各市町村に出向いて現場の

状況把握及び協議を進め、復興計画の具体化・充実を手助け。 
② 具体的には、市町村が策定した復興ビジョン、復興計画等をベー

スとして、「グランドデザイン」（１２市町村共通）も踏まえつつ、市町

村ごとの条件に沿った事業の具体化を検討。 
③ 協働体制の中で精査された事業については、「避難解除等区域復

興再生計画」、「インフラ復旧工程表」や各省庁の事業に反映。 
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３． スケジュール 
 

９月～ ・復興庁市町村担当参事官及び現地３事務所で順次、

個別に市町村を訪問し、現地の調査を進めるととも

に、今後の検討事項、優先順位、スケジュール等を事

前に調整。 
以降 ・県も交えて、本格的な訪問を開始。 

・また、市町村ごとの課題の内容に応じて、関係省庁の

個別担当者を現地に派遣し、課題解決に向けて協議。

・以降、頻繁に市町村に赴いて、国・県・市町村による協

議を重ねる。 
 



原発事故被災市町村ごとの復興・再生に向けた今後の進め方について

福島復興再生基本方針(平成24年7月13日閣議決定) グランドデザイン（平成24年9月4日公表）

市町村の復興計画の具体化・充実
市町村による新たなマスタープランの作成もありうる。
その場合は、各市町村の復旧・復興段階に応じ、
①まち（インフラ整備等）
②ひと（長期避難者支援、町外コミュニティ等）

等について記載

避難解除等区域復興再生計画

市
町
村
ご
と

進め方

○ 県、関係市町村の協力を得つつ、復興庁が作成

○ 全体を通じては、福島復興再生基本方針と同様に、国
が原案を作成し、県を通じて市町村へ意見照会

○ 三人四脚の個別訪問の中で市町村の具体事業を把握

第Ⅰ部 全般的取組

第Ⅱ部 市町村ごと等の取組

インフラ復旧、産業の再生、雇用の確保、生活環境
の整備（除染、モニタリング、公共サービス） 等

スケジュール
○ 8月 素案の記載について、市町村へ協力依頼

9月 素案について、県・市町村へ協議
10月以降 法定手続（県申出、計画案について意見聴取）
（生活環境整備事業の執行のため、遅くとも秋までに策定の必要）

平成24年9月22日 復興庁

特性
○ 法定計画であり、一定のスケジュール、枠組み等に合

わせて策定
○ 予算措置等に応じ、適宜改定

○ 市町村の復興計画を具体化・発展させるため、条
件・進度の異なる市町村ごとに、オーダーメイドで
対応

○ 今後、個別に市町村と調整

＜市町村ごとの事情を踏まえながら、
国及び県が三人四脚で協力＞

12
市
町
村
の
共
通
事
項

市町村が
作成する
復興計画

各市町村への当てはめ

具体化
・充実

○ 復興庁が、復興局・各省・県とともに、市町村をきめ
細やかに訪問し、調整

具体化

進め方

特性

スケジュール

適宜記載
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